
 

令和６年３月市議会定例会議 

経済民生常任委員会資料 
 

 

１ 議案第２９号 

福島市企業立地促進条例の一部を改正する条例制定の件     …Ｐ２ 

 

 

 ２ 議案第１６号 

 令和５年度福島市一般会計補正予算（商工観光部所管分） 

（１）工業振興費（企業立地課）              …Ｐ５ 

 

 

 

 

商 工 観 光 部 
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１ 議案第２９号  福島市企業立地促進条例の一部を改正する条例制定の件       （議案書 Ｐ９２～Ｐ９４） 

（１） 改正の趣旨 

本条例は、本市への企業誘致の促進を図り、もって本市経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的としている。 

昨今の資材高騰により、立地企業の投資額が増大していること、また、段階的投資など多様な投資形態が見られること等から、固定資産

税相当額を一定期間助成する操業奨励助成金を拡充し、企業の投資意欲の高揚を図るための改正を行う。 

（２） 改正の内容 

① 用地を取得し、操業を開始した企業への助成 

 

② 借地等、用地を取得せず、操業を開始した企業への助成 

助成額（固定資産税相当額） 助成期間／対象業種

改正前
　上限　　　1,000万円/年
　対象用地　工業団地のみ適用

　①助成期間　３年間
　　⇒対象：製造業・物流業・情報技術・
　　　　　研究開発型企業　等

改正後
　上限　　　2,000万円＋(2,000万円を超える分
　　　　 の1/2）／年
　対象用地　工業団地以外にも適用

　②助成期間　５年間
　　⇒対象：特定集積産業
　　（医療・健康・ロボット・航空・農産物加工　等）

助成額（固定資産税相当額） 助成期間／対象業種

　

新規
　固定資産税額の1/2相当額

　※上限　2,000万円＋(2,000万円を超える分の1/2）／年

　助成期間　３年間

　⇒対象：製造業・物流業・情報技術・
　　　　　研究開発型企業・特定集積産業　等

　　　　　　　　　　※用地取得を伴うものを除く
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③ 操業開始後、追加で設備投資等を行う企業への助成 

 

（３） 条例の施行日 

 令和６年４月１日 

 

  

助成額（固定資産税相当額） 助成期間／対象業種　等

　

新規
　固定資産税額の1/2相当額

　※上限　2,000万円＋(2,000万円を超える分の1/2）／年

　助成期間　３年間

　①対象：製造業・物流業・情報技術・
　　　　　研究開発型企業・特定集積産業　等

　②要件：・市内で操業開始から10年以内の企業
　　　　　・固定資産税が発生する新たな設備投資等
　　　　　　(建物の増築、機械設備の導入など)であること

　　　　　　※用地取得を伴うもの、機械設備の更新を除く
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（４） 参考 

 

  

区分 工業団地 工業団地以外

 用地取得費の４０％  用地取得費の３０％
 （上限　7,000万円）

特  用地取得費の６０％  用地取得費の４０％
 （上限　１億円）

特

転入支援助成金

※用地取得を伴う場合

特 ※用地取得を伴う場合

※用地取得を伴わない新設

※用地取得を伴わない増設・設備投資

※　特　

 固定資産税相当額の1/2を３年間
（上限　2,000万円＋(2,000万円を超える分の1/2）／年）

操業奨励助成金

用地取得助成金

雇用奨励助成金

 固定資産税相当額を３年間
（上限　2,000万円＋(2,000万円を超える分の1/2）／年）

 固定資産税相当額を５年間
（上限　2,000万円＋(2,000万円を超える分の1/2）／年）

 固定資産税相当額の1/2を３年間
（上限　2,000万円＋(2,000万円を超える分の1/2）／年）

新規地元常用雇用者１人につき

２０万円×３年間

本市に転入する常用雇用者１人につき

２０万円

新規地元常用雇用者１人につき

２０万円×５年間

：特定集積産業

（医療・健康・ロボット・航空・農産物加工 等）
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２ 議案第１６号  令和５年度福島市一般会計補正予算（商工観光部所管分）        （補正予算説明書 Ｐ２１） 

（１）工業振興費（企業立地課）                             

 ① 企業立地促進費  ９００千円（負担金補助及び交付金） 

企業立地促進条例に基づく奨励措置として、立地企業に対して「雇用奨励助成金」を交付する。 

 

 

 

 

【参考】福島市企業立地促進条例 

 

〔令和 30年条例 別表抜粋〕 

 

 
 

 交付要件 助成額 

雇
用
奨
励 

助
成
金 

㈠ 用地取得助成金の決定を受けた企業であること。 

㈡ 新規地元常用雇用者を操業開始日から１年以上 
継続して雇用すること。 

新規地元常用雇用者 1人につき 

1年間雇用するごとに 30万円とし、 
対象期間は操業開始日から 3年間 
特定集積産業にあっては、5年間 

助 成 額
（円）

補助対象
期間

適用条例

18人 3人 30万円 900,000
3年間のうちの

2年目
平成30年条例

当該事業所
従業員数

うち新規地元
常用雇用

1人あたり
助成額

企業名 業種 立地場所

㈱ロジコム
ホールディングス

物流業
福島おおざそう
インター工業団地
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奨励措置対象企業の概要 

１ 立地企業 

（1）企 業 名   株式会社ロジコムホールディングス 

（2）本社所在地  広島市東区矢賀新町５－７－４ 

（3）代 表 者   代表取締役社長 大上 正人（オオウエ マサト） 

（4）設  立   昭和３４年６月 

（5）従業員数   グループ全体１，３５４人（２０２３年３月現在） 

（6）事業内容   自動車関連製品の保管、管理、輸配送 

 

２ 立地概要 

（1）立地場所   福島市大笹生字兎橋１－１ほか（おおざそうインター工業団地内） 

（2）操業開始   令和３年４月 

（3）従業員数   １８人（うち新規地元常用雇用者３人） 
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